
両立支援制度と利用状況（男性）

出展：厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」、 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「平成27年度 仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査」

※グラフにつき、実線は措置義務、点線は努力義務。
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子の看護休暇（年5日、2人以上は年10日）

0.3％

19.9％

2.2％

所定外制限（努力義務）1.7％

育休に準ずる措置 （努力義務）3.16％

0.5％ 所定時間短縮
（努力義務）

14.0％ フレックス
（努力義務）

6.3％ 時差
（努力義務）

☆1

延長

○ 男性の両立支援制度利用率は低く、時短勤務やパパママ育休プラスでは１％に及ばない。また、所定労働時間の短
縮措置等については、時短勤務よりもフレックスや時差出勤の利用率が高い。
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※数値（％）

制度利用者
＝

男性正社員
（末子3歳未満）

☆1は、

育休を取得した者

配偶者が出産した
男性労働者

※グラフにつき、傍線部（ ）は措置義務、点線部（ ）は努力義務。

参考資料２



両立支援制度と利用状況（女性）

出展：厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」、 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「平成27年度 仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査」

※グラフにつき、実線は措置義務、点線は努力義務。
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子の看護休暇（年5日、2人以上は年10日）

1.4％

11.5％

所定外制限（努力義務）7.7％

育休に準ずる措置 （努力義務）81.8％

29.2％ 所定時間短縮
（努力義務）

11.6％ フレックス
（努力義務）

13.9％ 時差
（努力義務）
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延長

○ 女性の約8割は育児休業を取得している。その他の両立支援制度の中では時短勤務利用率が高い。
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※グラフにつき、傍線部（ ）は措置義務、点線部（ ）は努力義務。

※数値（％）

制度利用者
＝

女性正社員
（末子小学校就学前）

☆1は、

育休を取得した者

出産した労働者

N=1055


